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４ 対応方針

①反映する 
（一部のみ反映も含む）

②すでに盛り込み
済み 

③今後の課題と
して検討

④その他（意見等）

28件 0 5件 19件

件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

1 
ｐ.3

はじめに 
①

琴浦町人権施策基本計画（案）および琴浦町人権施策実施計画（案） に関するパブリックコメント実施結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年3月実施）

１　意見募集の期間　　令和５年３月２日（水）～令和５年３月２２日（水）

２　周知方法　　　　　　　町ホームページ、役場本庁舎・分庁舎・まなびタウンとうはく、東伯・赤碕文化センター

３　意見の提出状況　

※１つの回答に、複数の対応方針をおこなっている場合もあります。

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

 琴浦町としてのあらゆる差別を根絶する姿勢が希薄です。

行政の責務として、あらゆる差別の解消を図るという姿勢を明

記すべきです。

 ７ページ、第２章「人権施策の推進方針」１（１）に町の責

務として、人権尊重の視点に立った町政運営に努めることと

と、さまざまな人権課題に対し全庁的に取り組むことを記載

し、行政の責務として、あらゆる差別の解消を図るという姿勢

を明記しました。
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令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
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2 
ｐ.3

はじめに 
④

3 
ｐ.3 

はじめに
①

4 
ｐ.3 

はじめに
①

5 
ｐ.3 

はじめに
①

 どの人権分野でも、差別の実態に学び、被差別当事者の声

をしっかり反映させてほしいです。今なお、部落差別がある

現実を目の当たりにしており、安心して暮らすことができま

せん。最後のところに「あらゆる施策や業務に人権尊重の精

神が生かされるよう」とありますが、本当にそうしてほしい

と強く思います。

 本計画は、町内外で発生した差別事象や、さまざまな取

り組みの中で寄せられた意見・要望、町が実施した意識調

査の結果をはじめ、各人権分野に関して把握可能な現状や

課題に基づいて策定しています。その際、最も重視してい

るのは、被差別当事者の声やニーズを反映させることであ

り、また、「人権尊重の社会づくり」を前進させていく施

策となっているかどうかということです。ご指摘の通り、

本計画が差別の現実や実態に即したものとなるよう、今後

も努めて参ります。

８段目「････ため、」の次に挿入すべき

 「人間は尊敬されるべきもの」と日本初の人権宣言と言わ

れている全国水平社創立宣言の精神に学び、その継承を受け

継ぎ、～

 第１章「基本的な考え方」に記載のとおり、全国水平社

創立宣言をはじめとする国内外のさまざまな人権に関する

取り組みや、町の条例・基本理念のもと、本計画を策定し

ております。

９段目「････策定にあたっては、」の次に挿入すべき

 あらゆる差別行為の根絶をめざします。そして、～

 ３ページ、第１章「2 人権施策基本方針の位置づけ」の

中にあらゆる差別の根絶を目指すことを記載しました。

２６段目（下から３段目）「････精神が」の次に挿入すべき

 自らの人権課題として～

 ７ページ、第２章「1 協働による人権尊重のまちづく

り」として、町、町民、事業者が連携・協力しあいなが

ら、自らの人権課題として、それぞれ主体的な行動、取り

組みを推進していくことを記載しました。
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6 

ｐ.７～９ 

第１節 男女共同参画に

関する人権

①

 男女共同参画がなぜ謳われてきたのか、いまだに日本社会

に残されている問題は何か、といった視点をおさえた上での

取り組みなのでしょうか。法の主旨がなかなか達成できない

のはなぜなのか、琴浦町でなぜ提示されている施策が必要な

のか、説明を加えていただけるとよいと考えます。行政機関

としてこれらの取り組みを継続すれば、町民の意識を改善へ

導けるという見通しが、見えにくいのではないか、と感じま

す。いわゆる子育て支援に係る施策は充実しており、子育て

世代には必要不可欠な施策であると思うのですが････。

 男女共同参画に関して、国・県、そして本町もさまざま

な取り組みを実施してきましたが、思うような成果が得ら

れていない面があるのも事実だと思います。「法の趣旨が

なかなか達成できない」理由や原因には多くの分析や指摘

があり、簡潔に説明することは困難ですが、少なくとも

「それだけ日本社会に深く根づいてしまった課題であり、

簡単には解決できない複雑な課題である」と言えるのでは

ないでしょうか。また、少子高齢化がさらに進もうとする

中、子育て支援に関わる施策は喫緊の課題であり、多くの

ニーズに基づいて取り組んできました。町としてできるこ

とには限界もありますが、他の施策についても、男女共同

参画やジェンダー平等の推進を達成するため、努力を重ね

てまいります。なお、「第４次琴浦町男女共同参画プラ

ン」には、町の取り組みについて、さらに詳しく記載して

おりますので、参考にしていただければ幸いです。
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7 

ｐ.７～９ 

第１節 男女共同参画に

関する人権

③

8 

ｐ.７ 

第１節 男女共同参画に

関する人権

①

9 

ｐ.７ 

第１節 男女共同参画に

関する人権

①

10 

ｐ.７ 

第１節 男女共同参画に

関する人権

①

 男性にとっても女性にとっても、そして、LGBTQの方に

とっても、生きる権利が保障されるようにしてほしいと思い

ます。例えば、トランスジェンダーの方にとって、トイレや

就職等をはじめ、生きづらさを感じる場面がまだまだたくさ

んある状況です。LGBTQの方のニーズを充分にふまえた事業

にしていくべきだと思います。

 LGBTQへの理解を進める取り組みについては、19ペー

ジ、「３ 誰もが安心して暮らせる地域社会づくりの推進」

の（４）に多様な性への理解の促進について記載しまし

た。また、第４章の「具体的な取り組み」57ページに事業

を記載しました。また第3章「14 性的マイノリティの人

権」と第4章の68ページにも事業を記載しています。当事

者の方のニーズを踏まえた事業については、今後検討して

いきたいと思います。   

 「施策の基本的方向」（１）～（６）の見出しの冒頭すべ

てに「笑顔輝く」があるのは、とってつけたような印象があ

り、違和感を覚えます。

 18～19ページに記載のとおり、町男女共同参画プランの

４次計画にあわせて、「施策の基本的方向」の内容をすべ

て見直しました。

 「施策の基本的方向」（１）にある「ワークライフバラン

スづくり」は、「ワークライフバランスの社会づくり」とし

た方がいいと思います。

 町男女共同参画プランの４次計画にあわせて、「施策の

基本的方向」を変更しております。ワーク・ライフ・バラ

ンスの内容は、「誰もが活躍できる環境づくりの推進」に

記載しています。

 「施策の基本的方向」（５）にある「男女間における暴力

（ＤＶ）は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害」は、ま

さにその通りです。そして、すべてのハラスメントも人権侵

害であり、無くすための施策に取り組むべきです。

 57ページ第４章の「具体的な取り組み」に施策を記載し

ました。
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11 

ｐ.１７～１９ 

第４節 障がいのある人

の人権

①

12 

ｐ.１７～１９ 

第４節 障がいのある人

の人権

①

13 
ｐ.２０ 

第５節 部落問題
④

 特別支援教育の必要な子どもたちが多くなったと感じてい

ますが、自閉スペクトラム症等について、町民は偏見なく理

解できているのでしょうか。町民一人一人の差別性を問うよ

うな学習を展開できないだろうか、と思います。

 58ページ第4章「発達支援・特別支援教育の充実」に

「発達障がいに関する理解・啓発の推進」として町民や保

護者への啓発を行うよう記載しました。

 精神障がいのある方への差別は、今も根強くあると感じて

います。町民一人一人の差別性を問うような学習を展開でき

ないだろうか、と思います。

 精神障がいのある方への差別の解消も含め、さまざまな

障がいについての理解が進むよう啓発を行うことについ

て、P27ページからの「障がいのある人の人権」の中に記

載しました。

 多くの節が「～（の）人権」とあるのに、この節が「部落

問題」となっていることに違和感を感じています。「部落問

題」という表記だと、結局、被差別部落の側に問題があるよ

うに見えてしまう可能性があります。部落差別こそが問題な

のです。誤ったイメージを生じさせない表現をしてほしいと

思います。

 「～の人権」とあるように、多くの差別にはそれに先立

つ区別があります。しかし、部落差別の対象とされている

被差別部落出身者が他の人と区別される身体的、文化的、

社会的特徴はなく、他の人権課題のように「～の人権」と

することはできない、わが国固有の人権問題といえます。

「部落問題」という表記は、被差別部落の側に問題がある

という意味ではありません。部落差別は差別をする側の問

題です。そして「部落差別」という表記だけでは表現しき

れない、複雑な問題も含め「部落問題」と表記しているこ

とをどうかご理解ください。
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14 
ｐ.２０ 

第５節 部落問題
④

15 
ｐ.２０ 

第５節 部落問題
①

 「施策の基本的方向」（４）にある「差別的な」という表

現は、差別発言が軽視されているように感じられ、憤りを覚

えました。意識調査にあった「差別的な発言」の内容がどう

いうものだったのかわかりませんが、私自身が目の当たりに

したものは全て差別発言であり、差別“的”なものは一つもあ

りません。

 たとえ遠回しな表現であっても、差別発言は、潜在的な差

別意識のあることが問題なのだと思います。そこに気づき、

問題意識を持ち、どう行動すべきか考え、実践できるように

なるために、人権学習が欠かせないと私は考えています。差

別や自分の中の差別意識に気づかないで生活するのは、決し

て幸せではないと思います。

 日常的には差別発言などしない人でも、婚姻や土地の売買

等の際には部落差別の言動をしてしまう場面に、私は何度も

遭遇してきました。特に、結婚差別については、被差別当事

者が、他者に話せるようになるまで数年、数十年かかること

がある、という事実も知りました。

 この町内にも、差別を受けたことを言えないまま、生きて

いる人がいることを理解した上で、施策を進めていただきた

いです。 

 令和元年度に実施した琴浦町人権・同和教育意識調査の

アンケートの質問項目に「差別的な」という表現を行った

のは、さまざまなご意見をより広く拾うためにそのような

記載にいたしました。

 ご意見にありましたとおり、今なお部落差別が存在して

いる現実を重く受けとめ、偏見や差別に基づく部落差別の

解消や差別意識からの解放に向けた取り組みを今後も進め

ていきます。

 この節の中に、解放「学習会」の表記がないのはなぜで

しょうか。

 65ページ、第4章の「５部落問題」に小中学生学習会を

記載しました。
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16 
ｐ.２０ 

第５節 部落問題
①

17 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題
①

 町外で、被差別部落に対する差別事象があれば、それは琴

浦町内の被差別部落にルーツがある人たちにも向けられてい

る、というのが部落差別です。

 「施策の基本的方向」（４）に「差別的な扱いをされた人

に寄り添い････支援体制づくり」とありますが、それだけで

いいのでしょうか。差別事象を「町の課題」として捉え、差

別する立場・差別される立場の双方が、正しく学び直す機会

にしなければならないのではないでしょうか。その場に居た

人たちだけの問題で片づけてはいけないと思います。

 11ページ、第2章の「人権施策の推進方針」の「５差別

事象への対応」として、差別事象の発生時には、速やかに

事実関係を正しく把握し、関係課等で対応について協議す

るともに、琴浦町差別事象検討委員会を開催し、差別や人

権侵害にかかる事象の要因、社会的背景を分析すること

や、再発防止等について協議し、問題解決への取り組みや

今後の啓発活動のあり方について検討していくことを明記

しました。

 熱心に取り組んできたはずの部落問題学習について、琴浦

町内でも学習機会が減っているように感じています。日常で

は、見えないにくいところで、差別的な言動や雰囲気を感じ

るので、このままでいいわけがないと思います。特に、学校

教育での部落問題学習を充実させてほしいと思っています。

 学校における部落問題学習の充実は必要と考えておりま

す。第3章「５部落問題」33ページと第4章「具体的な取り

組み」の63ページに発達段階に応じた人権・同和教育、啓

発の推進として「学校における部落問題学習」を記載しま

した。
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18 
ｐ.２０ 

第５節 部落問題

①
③

１２段目の次に挿入すべき

（６）差別行為（態度、発言、落書きなど）等と出会った時

や発見した場合、注意や指摘するできる行動力の育成に努め

るとともに、町や関係機関へ通報する態度を身に付けられる

よう努める｡

（７）差別行為者にとっても差別行為は心に傷として残るこ

と、さらには差別意識の存在は人間性を歪めているというこ

となど、教育・啓発事業の視点に取り入れ啓発に努める。

（８）公民館単位を対象として、こども園、学校、民生児童

委員、区長、青少年育成団体、社会教育団体などによる人

権・同和教育推進協議会の設立に努める。また、住民の自主

活動組織への支援に努める。

（６）（７）について

 第3章の「５部落問題」33ページの「施策の基本的方

向」（２）に町民一人ひとりが部落問題を自らの課題とし

て捉え、部落差別の解消に向けた行動化につながるよう学

習機会の提供と啓発の推進に努める内容を記載しました。

（８）について

 今後のより良い人権・同和教育の推進方法については、

町でも検討しているところです。住民の自主活動組織のへ

の支援については、「対象別人権・同和教育研修事業」を

行っております。地域で人権研修等を開催される場合に、

講師謝金の助成を行います。
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19 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題

①

20 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題
①

「実施計画」に追加挿入すべき

事業名 公民館等事業  

内 容 あらゆる人権問題をテーマに講座を開催するなど、

教育啓発に取り組む。また、地域内の人権擁護団体をはじめ

各種団体の育成に努める。

 ９ページ、第2章「人権施策の推進方針」（３）の「施策

の基本的方向」に「町民に対し、広く人権問題についての

理解の推進を図るため、公民館等の社会教育施設等におい

ても講座の開催や交流活動など、人権に関する多様な学習

機会の提供を行います。」という記載を入れました。

 地域内の人権擁護団体をはじめ各種団体の育成について

は、「対象別人権・同和教育研修事業」を行っておりま

す。地域で人権研修等を開催される場合に、講師謝金の助

成を行います。

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 部落問題から学ぶ学習の推進

 内 容 児童・生徒をはじめ、年代別に被差別体験がある

人との交流を深める機会や現地研修会を開催するなど、部落

問題を自らの課題として捉えられる学習の推進に努める。

 6３ページ第4章「具体的な取り組み」の「５部落問題」

の「部落問題の正しい理解」の中に現地研修（フィールド

ワーク）の実施」や「部落問題学習への講師派遣」を行う

よう記載しています。

- 9 -



件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

21 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題
③

22 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題
①

23 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題
①

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 指導者の育成

 内 容 差別行為を断ち切る力の育成を図るため部落問題

学習を系統的に実施し、居住地域・職場内での指導者育成に

努める。

 地域・職場内での指導者育成については、県や関係団体

と連携して行えるよう検討していきます。

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 研修への派遣と指導者の育成

 内 容 各地で開催されるさまざまな研修に町民を派遣

し、人権課題の解決に向けた指導者の育成に取り組む。

 町・同和教育推進協議会事業や町の職員研修として、県

内・県外で開催される研修会および大会に、町民や各団体

を派遣し資質の向上に努めています。

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 悪質な広報等を頒布した発行者・団体等への対応

 内 容 差別行為あるいは意図があると認識された場合に

は、鳥取県及び法務局・人権擁護委員、当事者関係団体等と

連携し、頒布した発行者・団体等へ迅速に対応し行政指導を

行う。

 11ページ第2章「人権施策の推進方針」の「５差別事象

への対応」について、差別事象が発生した場合は、「琴浦

町差別事象等対応マニュアル」に基づき、速やかに事実関

係を正しく把握し、関係課等で対応について協議するとも

に、関係機関に報告を行い、琴浦町差別事象検討委員会を

開催し、問題解決への取り組みや今後の啓発活動のあり方

について検討していくことを記載しました。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

24 
ｐ.２０～２１ 

第５節 部落問題
①

25 
ｐ.２１ 

第５節 部落問題

①
③

26 

ｐ.２３～２４

第７節 外国にルーツを

持つ人の人権

①

27 

ｐ.２３～２４

第７節 外国にルーツを

持つ人の人権

④

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 差別事象への対応

 内 容 さまざまな差別事象に対し「差別事象対応マニュ

アル」に基づき、関係団体等と連携して、問題解決に取り組

むとともに、啓発のあり方を検討し事象の未然防止に努め

る。

同上

「実施計画」の「小・中学校での支援」の内容に挿入すべき

そして、被差別部落内外の児童・生徒の仲間づくり及び「社

会的立場の自覚を深める学習」に取り組む。

 被差別部落内外の児童・生徒の仲間づくりについては、

64ページの第4章記載にしています。「社会的立場の自覚

を深める学習」については、今後の検討課題とさせていた

だきたいと思います。

 琴浦町内にも、最近、労働者としてお住まいの方が増えて

いて、この方々へも人権施策が行き届くことが必要だと考え

ます。琴浦町としてできる施策をしっかり打ち立てることが

できればよいと思います。

 35ページ、第3章「外国にルーツがある人の人権」の中

にも記載のとおり、企業等が海外から受け入れている研

修・技能実習生の方の人権についても配慮がされるよう、

企業等に啓発を行います。また、交流の機会の提供や地域

に溶け込める支援を行います。

 ネット上では、相変わらずヘイト発言が多く見受けられま

す。この状況をふまえ、琴浦町でも「ヘイト発言禁止条例」

を制定してはどうでしょうか。

 本町では「町人権尊重の社会づくり条例」に基づき町人

権施策基本方針を制定し、さまざまな人権課題に対しての

教育・啓発を行っております。ネット上でのヘイト発言に

ついても、条例及び基本方針に基づき取り組みを行ってい

きます。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

28 

ｐ.２３～２４

第７節 外国にルーツを

持つ人の人権

①

29 

ｐ.２５

第８節 病気にかかわる

人の人権

①

30 

ｐ.２５

第８節 病気にかかわる

人の人権

①

31 

ｐ.３２

第14節 性的マイノリ

ティの人の人権

①

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 団体育成事業

 内 容 外国にルーツを持つ人やルーツを持つ子どもを対

象に、交流事業を通じて仲間づくりを行い団体育成に努め

る。また、鳥取県国際交流事業団等と連携し日本語教室の開

設に努める。

 36ページ、第3章「外国にルーツがある人の人権」の

「施策の基本的方向」１（３）や65ページ第4章に、町国

際交流教会の支援や連携について記載しました。

「施策の基本的方向」（１）の文末を次のように修正すべき

「～啓発活動や講演会を実施する。」

 39ページ、第3章「病気にかかわる人の人権」の「施策

の基本的方向」１（1）及び66ページ、第4章にも「啓発活

動や講演会を実施」について記載しました。

実施計画「啓発活動」の文頭に挿入すべき

 町民がハンセン病問題を正しく理解できるよう～

 病気に対する正しい知識の普及啓発については、ハンセ

ン病問題をはじめとするさまざま病気や感染症等について

行っていきます。

 ＬＧＢＴＱの方の人権を保障する取り組みやパートナー

シップ条例の制定等、具体的な施策を掲げることが必要では

ないかと考えます。

 今年度10月に県が「とっとり安心ファミリーシップ制

度」制定しました。本町でも県と連携して制度を活用した

行政サービスが提供できるよう取り組みます。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

32 

ｐ.３２

第14節 性的マイノリ

ティの人の人権

③

33 
ｐ.３４

第1６節 個人情報の保護
①

34 
ｐ.３４

第1６節 個人情報の保護
①

 学校教育においても、町内在住のＬＧＢＴＱの方が、安心

して生活できるための具体策が少ないように感じます。

 ＬＧＢＴＱの方が安心して生活できるための具体策は、

まだ不十分であると思います。多様な性について理解を深

めるための教育・啓発を進めるとともに、具体的な取り組

みについても、今後検討していきます。

１５段目の次に挿入すべき

（５）自らのふるさとが暴かれていること、ふるさとがさら

されていることを不安に想い、自らの出自とふるさとを隠し

て生活している人がいることを認識し、インターネット上の

差別記載の削除をプロバイダー、法務局等に求める。さら

に、身元調査などの根絶に努める。

 「インターネットモニタリングの実施」について、第4章

54ページ「差別事象への対応」、64ページ「部落問題」、

67ページ「インターネットにおける人権」について記載し

ました。

「実施計画」に追加挿入すべき

 事業名 司法書士・行政書士等への啓発

 内 容 法務局、鳥取県と連携しながら８業士を対象に研

修会を開催するなど、啓発活動に努める。

 33ページ、第3章「部落問題」の「施策の基本的方向」4

（４）や50ページ「個人情報の保護」などに結婚や就職な

ど差別意識や偏見に基づいて行われる身元調査を依頼した

り引き受けることは、人権侵害であり差別行為であること

を、広く啓発していくことを記載しました。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

35 その他 ④

 国内の自殺者は減らない状況であり、他人ごとではありま

せん。琴浦町内でお亡くなりになった方には、自死された方

はないのでしょうか。自死された方のご遺族の方へのサポー

トも必要な時代になっていると思います。

 鳥取県では全国と同じく平成10年より自殺者数が増加し

ていましたが、平成26年より自殺死亡率が全国平均を下

回っています。 

 琴浦町の自死者の人数は鳥取県精神保健福祉センターよ

り報告を受けていますが、個人情報は提示されていませ

ん。  ご遺族の方へは精神保健福祉センターが行っている

「遺族家族の集い」の案内の他、「とっとり自死遺族コス

モスの会」の紹介を行っています。 
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

36 その他 ④

37 その他 ④

 インターネット上で差別的な書き込み等を何度か見たりし

た事もありますが、先日「2022年度 差別事件報告・人権

確立をめざす鳥取県民集会」に参加し、県内で発生した３件

の差別事象の報告を聞いて、現実の世界でも今なお差別事象

が発生していることに驚きました。

 差別を受けた人、差別をした人だけの問題でなく、周りに

いた人、それを見聞きした人が何を感じ、どう行動するか、

改めて考えさせられる日となりました。

 この基本計画では、いろいろな人権問題に出会った時どう

対応するかを関係団体等とも連携して検討し、あらゆる人権

課題の解決に向けて取り組んでいただきたいです。

 また、家庭、友人・仲間、職場等、よく話し合って、より

良い人間関係等を作っていける人を育てていく町づくりをし

ていただきたいと思います。

 ご意見ありがとうございます。

 人権はすべての人に保障されている権利であり、相互に

尊重しあうことが大切です。

 さまざまな人権問題についても差別を受けた人、差別を

した人だけの問題と捉えるのではなく、周囲が関心を持ち

解決に向けて一緒に考え取り組んでいくことは、自分自身

も含めすべての人の幸せにつながります。「差別の現実か

ら学び」自らの課題として考えていくことができるよう啓

発を行っていきます。

 差別行為にあった人の速やかな救済が望まれますが、担当

職員の考えによって左右される実態があります。今まででき

ていたことが速やかに行われないのは、個人の力量不足とは

言えません。部落差別に対する行政の怠慢です。

 差別行為が発生した時に速やかに対応が行えるよう、全

ての職員に対し「差別事情等対応マニュアル」の研修を行

います。また、差別に気づくことができる人権感覚を身に

つけることができるよう人権研修の実施やさまざまな人権

啓発研修への積極的な参加の呼びかけ等を行っていきま

す。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

38 その他 ④

 被差別当事者を抜きにした計画や施策実施とならないよ

う、当事者団体の意見や当事者の思いが反映された対応をし

てほしい。差別事象が発生した際には、速やかに被害者救済

を行ってほしい。

 計画の策定にあたっては、各団体の代表で構成される人

権尊重の社会づくり審議会で、さまざまな分野からのご意

見をお聞きしながら計画を作成しております。

 差別事象が発生した場合は「差別事象等対応マニュア

ル」に基づき速やかに対応していきます。

- 16 -



件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

39 その他 ④

 「はじめに」の最終段に、＜あらゆる施策や業務に人権尊

重の精神が生かされるよう、今後とも、町民と協働して、個

別の人権課題への取組を推進し、差別のない、人権が尊重さ

れ安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。＞とあり

ます。

 人権に対する問題事象は、一つ一つが個別の具体的事象で

すが、それに対応する者は「人権を尊重し、自（みずか）ら

への戒めをもって対峙しなければいけない」点において、共

通しています。

 政府の人権問題案件が、「障がい者差別」「外国人差別」

「部落差別」「アイヌ民族差別」他、個別立法としている理

由として、それぞれの立法事実があり、それに伴う対策方法

が多岐にわたり、網羅的な立法が困難だったため、と言われ

ています。しかし、実際の市町の現場において取組む差別問

題は、多くの共通した事由を持っています。差別問題に取組

もうとする実行者には、上記の「自らを省みながら」ことに

あたることが重要だと考えます。

 「人権施策」の実施にあたっては、それぞれの人権分野に

とらわれすぎることなく、当事者の目線に立って、我がこと

として推進していただきたいと思います。

 ご意見ありがとうございます。人権施策を推進するにあ

たっては、町が行う全ての業務は、町民一人ひとりの生活

に関連し、様々な人権に深く関わっていること、そして行

政職員としての責務を自覚しながら、さまざまな人権課題

について施策を推進していきます。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

40 その他 ④

41 その他 ④

42 その他 ④

 基本計画（案）・実施計画（案）の内容に、どれだけの町

民の声が反映されているのだろうか、当事者の思いが込めら

れているのだろうか、と感じる。どの項目も、差別を受ける

当事者を抜きに話を進めてしまうことがないようにしてほし

いし、起きた差別は町の実態と捉え、「協働」での対応体制

を構築してほしい。

 計画の策定にあたっては、各団体の代表で構成される人

権尊重の社会づくり審議会で、さまざまな分野からのご意

見をお聞きしながら計画を作成しました。

 差別事象が起きた場合は、「差別事象等対応マニュア

ル」基づき、関係課、関係機関、団体と協力しながら、再

発防止に向けた啓発等について検討していきます。

 各分野に文化センター事業が明記されていますが、現状の

人員体制と報酬待遇などで対応できるでしょうか。鳥取県内

では最低の待遇です。恥ずかしくて仕方ありません。国・県

は報酬も補助対象にしていますから、職員体制の充実と待遇

改善（向上）を図るべきです。

 文化センターの職員については少ないというご意見も

伺っておりますが、人権・同和教育課も協力しながら事業

に取り組んでおります。

 多くの人権課題がある中、人権施策にしっかり取り組もう

とすれば、また、人権侵害を受けた人へきちんと対応しよう

とすれば、人権問題や差別問題への認識が深い職員が、一定

の数必要だろうと思います。特に、役割の多い文化センター

は、現状の職員数で充分な対応ができるのか、検討していた

だきたいと思います。

           同上
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

43 その他 ④

44 その他 ④

 基本計画（案）・実施計画（案）の作成は、そもそも審議

会や検討会議等が実施されているのだろうか。当事者団体や

第三者機関等を含めた、様々な立場の方々によって審議さ

れ、考えられた案でないなら、いかがなものかと思われる。

 いかなる時も、合意形成が必要である！！無理に急がなく

ても、令和５年度にできあがれば良いと思う。

 昨年度の計画策定の反省を踏まえ、今年度は庁内チーム

会議や、人権尊重の社会づくり審議会で多くの審議を経て

パブックコメントを実施します。

 どの人権分野も、「差別の現実」を見すえた上で取組むこ

とが重要である。「差別の現実」に深く学び、正しい認識に

基づいた企画・立案につなげてほしい。

 さまざまな人権問題について、差別の現実に深く学び、

差別を受けた人、差別をした人だけの問題と捉えるのでは

なく、周囲が自分事として関心を持ち解決に向けて一緒に

考え取り組んでいくことができるよう人権啓発を行ってい

きます。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

45 その他 ④

46 その他 ①

47 その他 ④

 この計画（案）が、絵に描いた餅にならないよう、しっか

りとした対応をしてほしいです。人権は個別案件ではありま

せん。すべての人が学び、「だれひとり取り残されない」町

であってほしいと強く望んでいます。

 どの人権分野でも、実際の取り組みで必要なのは、人や人

権に対する正確な認識であり、それを可能にする「実態から

の学び」です。特に、差別行為にあった人に対しては、速や

かな救済が望まれますが、担当職員の考えによって対応が異

なる実態があります。過去にできていたことが速やかに行わ

れないのは、個人の力量不足ではなく、行政の怠慢だと思い

ます。

 どの人権分野でも、差別の実態に学び、被差別当事者の声

をしっかり反映させてほしいです。

 計画の推進体制も明確にし、第4章の「具体的な取り組み

（実施計画）」については、毎年実施状況について取りま

とめを行い、点検・評価を行います。

 各地区公民館での研修に、人権課題を必ず組み込んでほし

い。

 9ページ、第2章「人権施策の推進方針」（３）の「施策

の基本的方向」に「公民館等の社会教育施設等においても

講座の開催や交流活動など、人権に関する多様な学習機会

を提供する。」ことを記載しました。

 この計画（案）以前に、「基本方針」自体が、各課の職員

に充分周知され、理解されているようには感じられないが、

どうだろうか。実施計画を見ても、課によって温度差が感じ

られ、意欲がなかなか見てこない面がある。

 基本方針の第4章「具体的な取り組み」については、毎年

取り組みについて各課でまとめていきます。庁内チーム会

議の委員を中心に各課に基本方針が周知されるようにして

いきます。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

48 その他 ④

 どの分野でも、相談した際に「連携して対応する」とある

が、「たらい回し」となることはないだろうか。人権・同和

教育課や各担当課が、人権施策を十分理解して対応すると考

えていいだろうか。職員の異動等で、対応が「できない」

「知らない」では困るので、同じように、きちんと対応され

ることが重要だと思う。

 職員で構成される庁内のチーム会議を中心に、人権施策

推進方針の取り組みが実施されるように推進していくとと

もに、毎年の取り組みについても取りまとめを行い、職員

が異動してもわかるようにしていきます。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

49 その他 ④

 人権を侵さない努力をしなければ、誰でも他者を傷つけて

しまう可能性がある。だから、「あらゆる差別の撤廃に関す

る条例」が必須だと思う。条例がないから人権が守られない

町になってしまっている、という面はないだろうか。

 ご指摘のとおり、偏見や差別意識等により、誰でも他者

を傷つけてしまう可能性があると言われています。最近は

「アンコンシャス・バイアス（無自覚な偏見）」が指摘さ

れるようになり、「本人は問題性に気づいていないが、言

動に出てしまう先入観や偏見」が「多様性を認め合う社

会」の実現にとって、大きな障がいになっているとされて

います。人権侵害事案が連日報道され、被害者が次々と生

み出されている現状では「差別禁止のための、より厳しい

法律や条例の制定を検討すべき」という声にも一定のある

と思われます。ただし、留意するべき点として、「差別や

偏見はいけないことだ」という外発的な動機だとかえって

偏見が強化されたりするなど逆効果になることが少なくな

いという側面もあります。「条例がないから人権が守られ

ない」ではなく、「学びあい、つながりあう中でお互いの

偏見を自発的に乗り越え合う」協働による人権尊重の町づ

くりをめざしていきたいと考えております。
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件数

琴浦町人権施策実施計画

（案）ページ

及び人権分野

対応

方針

令和５年３月に実施したパブリックコメントで

提出された意見
琴浦町人権施策基本方針改訂（案）への反映状況等

50 その他 ④
 今回の計画が、琴浦町に住む人、働く人、通学する人、そ

して、これから移住する人にとっても、魅力のひとつとなる

ような計画となることを願っています。

 人権施策基本方針を推進し、「誰もが個人として等しく

尊重され、多様性を認め合う差別のない社会の実現」「自

己の能力が発揮でき、生きがいのある人生を創造できる社

会の実現」「誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現」

に向けて取り組んでいきます。
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